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小樽市朝里地区水資源保全地域に係る指定の区域及び地域別指針 

 

 北海道水資源の保全に関する条例（平成 24年北海道条例第９号。以下「条例」という。）

第 17条第４項の規定に基づき、小樽市朝里地区水資源保全地域に係る指定の区域及び地

域別指針を次のとおり定める。 

 

１ 指定の区域 

名称 指定の区域 

小樽市朝里地区水資源

保全地域 

小樽市新光町 481番地、 

朝里川温泉 1丁目 419 番地 2、420 番地 16、420 番地 18、420 番地 20、

420 番地 23、463 番地 2及び 3、463番地 5から 27まで、463 番地 32、

493 番地、494番地、495番地、496番地、497番地、498番地 1、498番

地 3、498番地 5から 7まで、498番地 9から 11まで、498番地 13から

15まで、498番地 17及び 18、499番地 2、499番地 6及び 7、499番地 9

から 13まで、499番地 18及び 19、499番地 40及び 41、500番地 6及び

7、501番地、502番地 1から 41まで、503番地 1から 6まで、504番地

2、504 番地 7から 9まで、504 番地 12、504 番地 16、505 番地 1から 6

まで、509番地 1及び 2、509 番地 4、509番地 8、509 番地 10、509番地

12から 15まで、518 番地 1、524 番地 1及び 2、528番地 1及び 2、538

番地 1、541番地 1から 4まで、542番地 1から 3まで、543番地 1、544

番地 1から 6まで、545 番地 1、545 番地 3から 19 まで、546 番地 1か

ら 63まで、737 番地 1から 3まで、738 番地 1から 3まで、739 番地、

740 番地 1及び 2、741 番地 1及び 2、742番地、743 番地 1及び 2、744

番地 1及び 2、745番地 1から 5まで、746番地、747 番地 1及び 2、748

番地 1及び 2、749 番地 1から 4まで、750 番地 1及び 2、751番地 1か

ら 5 まで、752 番地 1 から 3 まで、757 番地、790 番地、793 番地、809

番地、810 番地、817 番地、818 番地、830 番地、831 番地、835 番地、

839 番地、850番地、851番地、852番地、853番地、854番地、 

朝里川温泉 2丁目 548番地、549番地 1から 4まで、550 番地 1、550番

地 3から 5まで、551 番地 1から 3まで、551 番地 6から 13 まで、552

番地 1 及び 2、553 番地、554 番地 1 から 3 まで、555 番地 1 から 3 ま

で、556番地、557番地 1及び 2、558番地 1及び 2、559番地 1から 3ま

で、560番地 1から 3まで、561番地 1から 4まで、562 番地 1から 3ま

で、564番地 1、564番地 7から 12まで、565番地、566 番地、567番地、

568 番地、569番地 1、569番地 3、571番地 1、571番地 3、572番地 1及

び 2、573 番地、574 番地 1、574番地 4及び 5、575番地 1、575番地 5、

578 番地 4、580 番地 1、580 番地 11 から 18 まで、580 番地 20、580 番

地 26から 31まで、580 番地 33から 35まで、580 番地 37、580番地 40

から 44まで、580番地 46から 50まで、581番地、582 番地、583番地、

584 番地 1及び 2、584 番地 4、585 番地 1、585 番地 11、585 番地 13、

593 番地 1及び 2、593 番地 4から 6まで、594 番地 1、594番地 3、595

番地 1、595 番地 4及び 5、596 番地 1及び 2、597 番地、598 番地、599

番地、600 番地、601 番地、602 番地、603 番地、604 番地、605 番地、

606 番地、607番地、608番地、609番地、610番地、611番地、612番地、

613 番地、614番地、615番地、616番地、618番地、619番地、620番地、

621 番地、622番地、623番地、624番地、625番地、626番地、627番地、

628 番地、629番地、630番地、631番地、632番地、633番地、634番地、

635 番地、636番地、637番地、638番地、639番地、640番地、641番地、
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名称 指定の区域 

642 番地、643番地、644番地、645番地、646 番地、647番地、648番地

1、648 番地 4、649 番地 1、650 番地、651 番地、652 番地、653 番地、

654 番地 1及び 2、655 番地 7、655番地 9、656 番地 21及び 22、656 番

地 41から 43まで、656 番地 63及び 64、656番地 82 から 84まで、656

番地 102 から 105 まで、656 番地 122 から 125 まで、656 番地 142 から

146 まで、656 番地 162 から 167 まで、656 番地 182 から 187 まで、656

番地 201から 206まで、656 番地 218、656番地 250、656番地 282、656

番地 305及び 306、657番地 2、659 番地 2、761番地、762番地、765番

地、766 番地、767番地、768 番地、775番地、776番地、777番地、778

番地 1及び 2、779番地、781 番地、 

春香町 38番地 2、 

河川用地朝里川 9173-10（支流含む） 

※小樽市朝里地区水資源保全地域区域図に示すとおり 

 

２ 地域別指針 

（１）指定の区域に関する基本的事項 

対象区域 

当該区域は、地表水から原水を取り入れていることから、山間地に

おける上水道の水源である朝里川水系朝里川から地表水を取り入れ

る小樽市朝里地区上水道の取水施設が設置されている地点に対する

集水区域の全部とした。 

面積 ４１，３６０，１３１㎡ 

区域設定の考え方 
集水区域の全部のうち、国有地を除いた区域を水資源保全地域と

した。 

対象区域の状況 

対象区域は、国土利用計画法に基づく北海道土地利用基本計画に

おいて都市地域及び森林地域に区分されているほか、森林法に基づ

く小樽市森林整備計画において水源涵養林（水資源保全ゾーン）、木

材等生産林に指定される森林、水源かん養保安林が所在する区域で

ある。 

さらに、小樽市朝里地区上水道の取水施設（給水人口：105,556 人

（小樽市全体）、給水量：26,283 ㎥/日）の周辺区域であることから、

水量や水質への悪影響がないよう、適正な土地利用の確保を図る必

要がある。 

 

（２）指定の区域において土地所有者等が配慮すべき事項 

水資源保全地域は、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要が

あると認められる区域であり、その土地利用については、現在及び将来の道民の健康で

文化的な生活の確保に寄与し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世

代が享受できるよう、その保全を図る必要があることから、小樽市朝里地区水資源保全



3 

 

地域内の土地所有者等は、別表に掲げる法令をはじめとした土地利用に関する法令に

基づき必要な手続等を行うとともに、次の事項に配慮し土地利用を行うものとする。 

 

ア 水資源の確保や水質への影響が懸念されるような取水行為や開発行為など水資源

の保全に支障を来すおそれのある土地利用は、極力避けるよう努めること。 

 

イ 水源の涵養に大きな役割を果たしている森林の適切な整備及び保全を行うなど、

水資源の保全のために必要な措置を講ずるよう努めること。 

 

ウ 周辺の自然環境や土地利用状況等と調和した土地利用を行うよう努めること。 

 

別表 

要件 必要な手続等 根拠法令等 

土地取引行為を行う

場合 
事前届出 

土地に関する権利を有している者は、契

約の３月前に、その旨知事に届け出るこ

と。 

北海道水資源の

保全に関する条

例 

一定面積以上の土地

取引行為を行う場合 
事後届出 

次の区分に応じて、土地取得者（買主等）

は、契約締結後の２週間以内に、小樽市

長を経由して、知事に届け出ること。 

・市街化区域以外の都市計画区域：0.5ha

以上 

・都市計画区域以外：1ha以上 

国土利用計画法 

新たに民有林の土地

の所有者となった場

合 

事後届出 

新たに民有林の土地の所有者となった場

合は、所有者となった日から９０日以内

に、小樽市長に届け出ること（国土利用

計画法による届出をした場合は、届出不

要）。 

森林法 

国内非居住者が不動

産を取得する場合 
事後届出 

国内に居住していない者が不動産を取得

する場合は、居住の用に供するためのも

のなどを除き、２０日以内に財務大臣に

届け出ること。 

外国為替及び外

国貿易法 

土地利用を行う場合 

北海道土地

利用基本計

画に沿った

土地利用を

行うこと。 

北海道土地利用基本計画の土地利用基本

計画図により地域設定された「都市地域」

は、一体の都市として総合的に開発し、

整備し、及び保全する必要がある地域で

あり、土地利用については、再開発等に

より土地利用の高度化を促進するととも

に、市街化区域または用途地域において

今後新たに必要とされる宅地について

は、計画的に確保、整備するなど、同計画

に基づいた土地利用を行うこと。  

国土利用計画法 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

土地利用を行う場合 

北海道土地

利用基本計

画に沿った

土地利用を

行うこと。 

北海道土地利用基本計画の土地利用基本

計画図により地域設定された「森林地域」

は、森林の土地として利用すべき土地が

あり、林業の振興または森林の有する諸

機能の維持増進を図る必要がある地域で

あり、土地利用については、必要な森林

の確保を図るとともに、森林の有する多

面的機能が持続的に発揮されるようその

整備及び保全するなど、同計画に基づい

た土地利用を行うこと。 

国土利用計画法 

建築物や特定工作物

の建築等のために行

う土地の区画形質の

変更を行う場合 

許可 

建築物や特定工作物の建築等のために行

う土地の区画形質の変更を行う場合、次

の地域や規模により、知事又は小樽市長

の許可（開発許可）を受けること。 

・市街化調整区域：原則全て 

・都市計画区域以外：1ha以上 

都市計画法 

市街化調整区域にお

いて建築物等の新築

等、建築物の改築、用

途を変更する場合 

許可 

市街化調整区域の開発許可を受けてない

土地において、建築物等の新築等、建築

物の改築、用途を変更する場合、知事又

は小樽市長の許可（建築等の制限解除）

を受けること。 

都市計画法 

開発許可を受けた土

地において、予定建

築物以外の建築物等

の新築等、建築物の

改築、用途を変更す

る場合 

許可 

開発許可を受けた土地において、予定建

築物以外の建築物等の新築等、建築物の

改築、用途を変更する場合、知事又は小

樽市長の許可（建築等の制限解除）を受

けること。用途地域等が定められている

ときは不要。 

都市計画法 

宅地造成工事規制区

域内で宅地造成に関

する工事を行う場合 

許可 

宅地造成工事規制区域に指定されている

区域があることから、区域内で宅地造成

に関する工事を行う場合は、小樽市長の

許可を受けること。 

宅地造成及び特

定盛土等規制法 

森林の施業等を行う

場合 

市町村森林

整備計画に

沿った森林

施業等を行

うこと。 

森林施業及び保護を行う場合は、小樽市

森林整備計画において、水源涵養林（水

資源保全ゾーン）、木材等生産林にゾーニ

ングされていることから、市町村森林整

備計画におけるゾーニングに即した施業

等に努めること。 

森林法 

民有林の立木の伐採

等を行う場合 
事前届出等 

民有林の立木を伐採しようとする場合

は、伐採を始める９０日から３０日前ま

でに、伐採及び伐採後の造林の方法等を

小樽市長に届け出ること。また、届出に

基づき伐採及び造林が完了した日からそ

れぞれ３０日以内に小樽市長に森林の状

況報告書を提出すること。 

森林法 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

森林経営計画の対象

となる森林につい

て、計画に定められ

ている立木の伐採等

を行う場合 

事 後 届 出

（計画は事

前に記載） 

一定の要件を満たすものとして小樽市長

等の認定を受けた森林経営計画の対象と

なる森林について、当該計画に定められ

ている立木の伐採等をした場合は、終了

後３０日以内に小樽市長等に届け出るこ

と。 

森林法 

保安林の立木の伐採

等を行う場合 
許可等 

水源かん養保安林に指定された区域があ

ることから、保安林の立木の伐採等をし

ようとする場合は、知事の許可等を受け

ること。 

森林法 

一定規模を超える森

林の開発行為を行う

場合 

許可 

地域森林計画の対象となっている民有林

において１ha（太陽光発電設備の設置を

目的とする場合は 0.5ha）を超えて開発

（土地の形質を変更する行為）する場合

は、知事の許可を受けること。 

森林法 

一定の規模以上の土

地の形質の変更を行

う場合 

事前届出 

3,000 ㎡以上（現に有害物質使用特定施

設を設置している土地にあっては 900 ㎡

以上）の土地の形質を変える行為を行う

場合は、着手予定日の３０日前までに、

知事に届け出ること。 

土壌汚染対策法 

特定の開発行為を行

う場合 
許可 

1ha 以上の１団の土地について行われる

スキー場・キャンプ場・乗馬場・射撃場・

アーチェリー場・車両競争場の建設、こ

れらの施設を２以上有する施設の建設、

資材置場又は工場用地の造成、土石の採

取を行う場合は、知事の許可を受けるこ

と。 

北海道自然環境

等保全条例 

専用水道の設置等を

行う場合 
事前確認 

100 人を超える者に水を供給する、又は

一日最大給水量が 20 立方メートルを超

える自家用水道等を設置する場合など

は、工事着手前に小樽市長の確認を受け

ること。 

水道法 

専用水道の設置等を

行う場合 
事後届出 

既にある水道施設について、居住者の増

加に伴い、水の供給が 100 人を超える場

合は、小樽市長に届け出ること。 

水道法 

自家用工業用水道の

布設を行う場合 
事後届出 

給水量が一日当たり５千立方メートル以

上の自家用工業用水道を布設した場合

は、給水開始後すぐに経済産業大臣に届

け出ること。 

工業用水道事業

法 

汚水又は廃液を排出

する施設を設置する

場合 

事前届出 

汚水又は廃液を排出する施設（特定施設）

を設置する場合は、工事に着手する６０

日前までに知事に届け出ること。 

水質汚濁防止法 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

下水道法による特定

施設を設置する場合 
事前届出 

人の健康や生活環境に悪い影響を与える

物質を排出するおそれのある施設として

法令に定める特定施設の設置等を行う場

合は、着工の６０日前までに、小樽市長

に届け出ること。 

下水道法 

廃棄物処理施設を設

置する場合 
許可 

廃棄物処理施設を設置又は変更する場合

は、知事の許可を受けること。 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 

廃棄物処理施設のう

ち一定の施設を設置

する場合 

事業計画書

の提出 

廃棄物処理施設のうち一定の施設を設置

又は変更する場合は、水道水源となる原

水に影響を与えるおそれがないよう配慮

等し、知事の求める事業計画書を提出す

ること。 

北海道循環型社

会形成の推進に

関する条例 

環境緑地保護地区等

で工作物の設置等を

行う場合 

事前届出 

王子小樽山林自然景観保護地区に指定さ

れている区域があることから、区域内で

一定基準を超える工作物の設置、土地の

形質の変更、土石の採取、木竹の伐採な

どを行う場合は、着手の３０日前までに

小樽市長に届け出ること。 

北海道自然環境

等保全条例 

砂防指定地内で工作

物の設置等を行う場

合 

許可 

砂防指定地があることから、指定地内で

土地の掘削等、砂防設備に工作物を設置

し継続して占用をする場合は、知事の許

可を受けること。 

砂防法 

周知の埋蔵文化財包

蔵地で土木工事等を

行う場合 

事前届出 

事前協議 

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を

行う場合は、着工の 60日前までに北海道

教育委員会に届け出ること。 

また、事業地内に包蔵地がある、隣接す

る、所在する可能性がある場合、総工事

面積が１ha以上の場合は、開発事業等の

計画策定時に包蔵地の有無等を地元教育

委員会に照会の上、必要に応じ北海道教

育委員会に協議すること。 

文化財保護法 

特定工場を設置等す

る場合 
事前届出 

敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面積

3,000 ㎡以上の特定工場（製造業、電気・

ガス・熱供給業者）を設置、変更等を行う

場合は、工事等の開始の９０日前までに、

小樽市長に届け出ること。 

工場立地法 

鉱物を採掘する場合 認可 

鉱物資源の採掘を行う場合は、鉱業権の

設定を受けた後、鉱業実施の基本計画と

なる施業案を定め北海道経済産業局長の

認可を受けること。 

鉱業法 
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要件 必要な手続等 根拠法令等 

鉱物を探査する場合 許可 

地震探鉱法による鉱物の探査を行う場合

は、北海道経済産業局長の許可を受ける

こと。 

鉱業法 

砂利を採取する場合 認可 

砂利の採取を行う場合は、採取を行う場

所ごとに採取計画を定め、知事又は河川

管理者の認可を受けること。 

砂利採取法 

岩石を採取する場合 認可 

岩石の採取を行う場合は、採取を行う場

所ごとに採取計画を定め、知事の認可を

受けること。 

採石法 

河川の流水や敷地の

利用を行う場合 
許可、届出 

河川の流水・土地の占用、土石等の採取、

河川敷地内での工作物の新築等、土地の

掘削・盛土、竹木の流送、汚物の洗浄、土

石のたい積などを行う場合は河川管理者

の許可を受けること。また、１日一定量

以上の汚水を河川に排出する場合は、河

川管理者に届け出ること。 

河川法及び河川

法施行条例並び

に普通河川管理

条例 

温泉の採取等を行う

場合 
許可 

温泉を湧出させる目的の土地の掘削、温

泉の採取、温泉を公共の浴用又は飲用に

供しようとする場合は、知事等の許可を

受けること。 

温泉法 

ホテル、旅館などの

経営を行う場合 
許可、届出 

ホテルや旅館などの旅館業の経営を行う

場合は、小樽市長に許可を受けること。

また、施設等の変更や廃止を行う場合は

届け出ること。 

旅館業法 

ゴルフ場の開発を行

う場合 
事前協議 

ゴルフ場の開発については、知事に事前

に協議すること。 

ゴルフ場開発の

規制に関する要

綱 

一定規模以上の建物

等の建設を行う場合 
事前届出 

一定規模以上の建築物等の建築などを行

う場合は、小樽市長に事前に届け出るこ

と。 

小樽市景観条例 

屋外広告物を掲出す

る場合 
許可 

屋外広告物の許可地域に指定されている

地域があることから、区域内で、屋外広

告物を掲出する場合は、小樽市長の許可

を受けること。 

小樽市屋外広告

物条例 

 

※本表は、根拠法令等の改正等があった場合は随時更新するものとする。 


